
研 究 ノ ー ト

ベ トナムに於 ける社会福祉研究の現状 と課題

一 女性及び家族研究の動向調査から 一

Thecurrentsituationandsubjectsofstudyand

researchonSocialWelfareinVietnam

‐Fromthecurrentbibliographyofresearchand

studyonWomenandFamily‐

桂 良 太 郎*

RyotaroKatsura

序

ベ トナムの社会福祉の全体像をっかむ最良の方法は、 ここ50年間の家族及び女性に関する研

究業績を整理することである。ベ トナムの伝統的な家族が、近代化過程のなかでどのような変

遷をたどってきたか、また現代のベ トナムの家族がどのような構造的 ・機能的な特徴を持 って

いるかなどを探究することによって、ベ トナムに於ける社会福祉、特に家族と福祉との関係を

浮かび上がらすことができるものと考える。

そして、そうした社会福祉や家族福祉に関わる研究教育機関の動向とそこでの研究業績を整

理することによって、より鮮明に現在のベ トナム社会が抱える問題点や課題を浮き彫りにでき

れば幸いである。そのために、 まず第1章 では、ベ トナムの家族の特徴にっいてその概要を整

理 し、第2章 では、社会福祉の研究機関や教育機関の実状について筆者のフィール ドワークか

ら得 られた事柄から、ベ トナム特有の問題点にっいてまとめてみたい。そして最後に今後のベ

トナム社会福祉の展開のための展望 と課題について整理できればと考えている。

第1章 ベ トナムの家族の特徴についての概要

1)植 民地化以前と以後

フランスの植民地化がはじまる、19世 紀末までは、ベ トナム社会は、儒教理念の濃厚な伝統

的農耕社会であった。フランスによる近代化が始まり、都市部の一部のエリー ト層のみに新 し

平成12年9月8日 原稿受理 章社会学部人間関係学科

一155一



総 合 研 究 所 所 報

い家族モデルが出現 したと言われているが、大部分の村落共同体での家族は家父長制度下にお

かれていた。 しかしながら、ベ トナムの家父長制度は、貴族や官僚などの上級の社会階層に色

濃 く残った儒教観念 に基づ くものであり、大部分の人口を占めていた一般のベ トナム農民家庭

の基礎はそうした父子関係のような上下関係ではなく、むしろ夫婦関係に主軸がおかれ、妻や

母親が重要な家庭生活維持者としての地位が慣習法に定められていた。例えば、財産の分配、

離婚の際の妻の財産の返還等が、平等になされていた。 こうした慣習は現在 も維持されている

ことが、ベ トナムの家族の一大特徴であると考える。1)

ベ トナムでは、共通の血統をもっ諸家族が集合 して、ゾンホ(一 族)と か、ザー トック(家

族)な ど、さらに大きな血縁共同体を構成 している。一族は共通の祖先をもっており、お互い

の血縁関係を維持するために、「家譜」ないし 「族譜」があり、祖先崇拝が重要 な家族行事 と

して位置づけられ、現在もベ トナム人の社会生活、文化、及び精神世界にとって重要な役割を

果た している。2)

2)南 北分割時代の家族の特徴

1945年8月 に八月革命が起こり、北部ベ トナムは独立を果たす。その後社会主義の道を北部

は歩むことになる。一方南部のサイゴン(現 在のホーチ ミン市)を 中心にフランスやアメリカ

の影響下におかれることになる。

南部ベ トナムでは戦前の家族 システムが旧態依然 として残存 していた。当事のゴ ・ディン・

ジェム大統領の政策は、自らはキ リス ト教徒であったにもかかわらず、儒教を信奉し、伝統的

諸価値の保持に努めた。1959年 の 「家族法」 は、男性 は一人以上の妻をもっことが許され、家

族内での性の平等についの言及はなかった。社会秩序は私有制を基盤に成立 し、家父長的色彩

が強 く存在 し、高い出生率が支持 されていた。 しか し西洋 との接触 は南部において密であり、

西洋的な生活様式が都市部を中心に影響を及ぼし始あていた。特にその後の青年層の北部と南

部の思考の違いに大 きく影響を及ぼすことになる。3)

一一方北部では、社会主義の下、「バオカップ家族」といって、国家経済 システムの全過程が

国家丸抱え体制で、その体制モデルに家族モデルを重ねるような考え方が適用されていった。

北部における 「家族法」(1959年)で は、① 自由結婚、②一夫一婦制、③性の平等と家庭内の

女性の権利の保護、④家庭内の子供の保護、の4つ の法的原則が定められている。4)女性 の役

割が高いレベルに達 したのは、戦時中、女性が生産活動や家事において主要な役割を担 ってい

たからで、特に農村部では、共産党政権を支える 「婦人連合」(Women'sUnion)「 青年連合」

(YouthUnion)と いったその後のベ トナムの社会福祉の諸制度に大 きく影響を及ぼす重要な

政治的な民間社会団体の組織の影響があると思われる。 しか し、社会主義の集合的義務が個人

の権利に入れ替わったたあ、北部の家族の近代化は、他の国に生 じたものと異なるものになっ

た。例えば、家族の重要性が希薄になり、伝統的な家族の役割が社会組織によって支え られる

ようになるにっれ、農民たちは、子供を国家公務員にするたあに農村を去 って都市に集中する

ようになった。

一156一



桂:ベ トナムに於け る社会福祉研 究の現 状 と課 題 一女性及び家族研究の動向調査か ら一

3)現 代のベ トナム家族一 ドイモイ政策と近代家族一

1976年 南北が統一 され、ベ トナムの家族は新たな局面をむかえるようになった。南北が統一

されたのもつかの間、1978年 のカンボジア侵攻がきっかけとなり、79年 には中越戦争が起こり、

ベ トナムは国際社会から孤立を余儀なくされた。 さらに追い打ちをかけるように、81年 にはソ

連からの援助が打ち切 られた。ベ トナムは75年 の大勝利からわずか4年 もたたないうちに、対

外的には中国との戦争、対内的には国民の飢餓すれすれの生活水準に甘んじる、という未曾有

の危機に陥 ったのである。急激な社会主義化は反華僑 ・反中国の民族差別政策を生みだし、大

量のボー トピープルを発生させた。

こうした急激な社会主義化の反省と、戦争を早期に終結させ、国内の経済的社会的安定をは

か らなければならないという考えが生まれ、1986年 の党中央委員会総会にて、「ドイモイ(刷

新)政 策」が展開されることになった。 この政策のなかには、性急な社会主義的改造をしない、

農業を基本に食料の増産をはかり、資本主義経営や個人経営の存在を認め、国際経済協力に積

極的に参入するとする4っ の新しい観点が含まれていた。5)

1989年 の東欧の激動 は、1.共 産党独裁、2.計 画経済、3.個 人所有の放棄、といったか

っての社会主義体制の3原 則に対 して、①複数政党制(政 治的多元主義)、②市場経済の導入、

③個人所有権の実質的保障、 という全面的な原則変更であった。6)ベトナムは②③は認あるも

のの① は認めていない。

こうした ドイモイ政策がベ トナムの家族や社会福祉の考え方に大 きく影響を及ぼしたことは

まちがいない。バオカップ制度が廃止され、市場経済へ移行 し、労働者の労働 と生活は大 きく

変容 した。市場メカニズムの過酷な競争状態が生まれ、失業にあえぐ人々が職を求めた。また

子の教育への投資熱 も高 くなり、親と子との乖離が生まれるようになった。

またス トリー トチル ドレンの問題のような子供の生活保障の問題、エイズや青少年犯罪はじ

あ、高齢者の介護問題 も新たな社会問題として浮かび上が ってきた。元来ベ トナムの家族は核

家族が基本であったが、祖父母と孫との関係は密に保たれっっあったが、 ドイモイ政策による

急激な社会変化のなかで、老衰により、孤独死に陥る人々も増えて きている。「伝統的家族」

か ら 「近代的家族」への移行に際し、今後 どのような家族変容がなされるか注目されるところ

である。次にドイモイ以降の家族や女性にまっわる研究機関の動向及びその研究業績を整理 し

ながら、ベ トナムの社会福祉研究の現状 と課題にっいて論究 してみたい。

第2章 ベ トナムの社会福祉研究の変遷 と過程

1)ド イモイ政策と社会問題

ドイモイ以降の急激な社会変化が、さまざまな社会問題を発生 してきていることはすでに述

べたところであるが、こうした社会問題を政府はどのように解決 しようとしているかについて

その全体像をまとめてみたい。上述 したように、ベ トナムの歴史は戦争の繰 り返 しの歴史で も

あった。 フランスによる植民地時代において も、村落共同体における、血縁関係をベースとし
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た、親族 ネットのなかで、相互扶助による危機回避がそれぞれの村落内で行われてきた。特に

仏教や儒教をはじめ、カソリック教会や地元の宗教団体による相互扶助がなされてきた。都市

の発生において も、その親族 ネットは強固な社会問題解決の重要な役割を担 ってきた。しかし、

国民の生活上欠かす ことのできない、保健、医療、栄養、住居、教育 といった広義の社会福祉

や社会保障制度は、著 しく経済発展と比較するときわめて遅れた状態にあることは否定できな

い。新たな貧困問題の発生が研究業績の数となって現れている。(表 参照)ド イモイ以降の貧

困問題は、1.都 市部 と農村部との格差、2.南 部 と北部 との格差、3.多 民族社会(キ ン族)

と少数民族 との格差、そ して、4.同 一地域での所得間格差 による階層分化 も問題が多 くの研

究業績のなかで論 じられている。7)

ベ トナムの行政(政 府)の 弱点として、次の6点 が掲げ られている。①行政機関を含むそれ

ぞれの国家権力機関の役割、職能、任務、権限の区分が不明瞭で、同一の問題を所管する機関

が重なり合ってお り、 しばしば責任逃れの状態が生まれる。②行政の手続 きの仕組みと体系が

こみ入 っており、明瞭さに欠けている、③行政機関相互の連携が弱い、④行政機関による規則

制定が不明瞭であり、その運用においても権限逸脱が目立つ、⑤現行の行政およびその組織体

系が、市場経済への移行をはかる経済管理の要請に見合 っていないという問題、最後に⑥公務

制度と公務員制度が未確立で、現行の公務員の人材が不足 している。以上6点 が現在の行政

(政府)の 弱点であると指摘されている。8)

特に人材不足、専門家の不足がベ トナム政府の大 きな課題で、人材養成制度の確立や公務員

の概念の明確化 と処遇の改善が行政改革の緊急的課題 として存在 している。

2)社 会福祉研究機関の創設と社会福祉研究

1980年 に、政府は国立人文社会科学院内に 「家族 と女性に関する研究 センター」9)を開設 し

た。当初は規模 も小さい研究センターであったが、1987年 には、独立 した政府の政策研究機関

として正式にスター トし、政府への政策提言 はじめ、女性や家族にまっわる研究調査が本格的

に行われるようになった。筆者は、1995年 以来この研究センターと関わるようになり、毎年こ

こをベースに研究調査の動向調査を行 っている。この研究センター内には、家族調査部門、女

性及び雇用 ・労働環境に関わる調査部門、 ジェンダー論や研究調査方法に関わる部門、機関誌

等の発行に携わる部門、図書部門の5っ 部門に分かれて約10名 の研究者 と10名の事務系職員か

ら成り立っている。各国政府の大学 はじめ、研究機関 とお互いに研究交流を重ねたり、国連は

じめ、各国のNGOと の連携 も密に取 り合いなが ら研究調査のプロジェク トが実行されている。

この研究センターの指導者の一人である トラン・ハ ン・ギアン(TranHanGiang)女 史は、

日本の大学に6年 近 く在学 した親日派の研究者である。(筆 者は1999年 以来 この女性か ら研究

のア ドバイスを受けている。)

一方南部のホーチ ミン市のオープン大学(開 放大学)内 には、1992年 にはじめて社会福祉の

援助技術者 してのソーシャルワーカー養成の講座が開かれている。'o)この大学 は私立大学で、

南部のソーシャルワーク研究の拠点で、特にスウエーデンの大きな社会福祉財団")のバックアッ
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プを受けなが ら社会福祉の専門家養成を行 っている。1996年 にはこの財団の支援により、「ベ

トナムにおけるソーシャルワーカー養成に関する評価報告書」'2)を世に出 し、 それまでの社会

福祉専門職の養成を南部でどのように行 ってきたか、そ して、今後は国 レベルでどのような社

会福祉にまっわる専門職はじめ、国家政策が必要であるかについて詳 しくまとめられている。

2000年12月 には、 この大学で、ベ トナムに於ける今後の社会福祉専門職としてのソーシャルワー

カー養成に関する国際会議が開かれるまでになった。'3)この大学にこのような社会福祉職の専

門課程をっ くるのに貢献 した人物がグエン・タイ ・オアン(NguyenThiOanh)女 史である。

彼女は親族を北との戦争によって亡 くし、ベ トナムのこれまでの戦争の歴史を身を持 って体験

しなが ら、新 しいベ トナムの社会づくりに際 し、社会福祉の専門家の養成が何よりも大切であ

るという信念の もとに研究と教育 と実践に取 り組んでいる指導者の一人である。'4)(筆者は199

6年以来この女性からベ トナムの社会福祉研究の実状にっいて学んでいるところである。)

国立ハノイ大学人文社会研究センターの社会学部内に、南のオープン大学 と連携 しあいなが

ら社会福祉の人材育成がは じまったのは1993年 からである。上記に示 した 「家族 と女性に関す

る研究センター」 と連携 しあいなが ら、北部でも社会福祉の研究がスター トしている。 ここの

ヴイ ・テユ・クオン(BuiTheCuong)博 士を中心に、目下社会福祉教育部門の人材育成 に関

わる講座がはじめれらたところである。15)(筆者 はこの博士と 「アジア社会福祉学会」 ではじ

めて出会 うことができた1996年 以来、毎年ベ トナムの社会福祉研究の動向を氏を通 じて学んで

いる。)

政府が ドイモイ政策を実施 し、急激な社会政策の転換をはかろうとしているが、これ らの研

究センターの研究者の悩みは、研究資金の不足と人材がたりないことにある。今の所、欧米及

び日本で研究 したベ トナムの研究者や実践家がお互いに協力 しあいながら、これに先ほどのべ

た北欧、特にスウェーデ ンはじめ、オース トラリアなどか らの資金援助を頼 りに研究が進めら

れているところである。

この 「社会政策」 という用語であるが、ベ トナムでは社会政策とは、いわゆる 「社会政策対

象(doituongchinhsachxahoi)」 に対する国家政策であることを認識 しておかなければな

らない、具体的には、傷病兵、革命烈士家族への恩給 と農地使用税減免、優良な耕地の優先的

配分などであり、貴重な働 き手を失った遺族や、障害を負った人々への救済、及び国家に功績

があった者に対する論功行賞 としての性格が強い。16)そうした意味で、我 々が通常使用 して い

る 「社会政策」(SocialPolicies)ま たは 「社会福祉政策」(SocialWelfarePolicies)と いう

概念はまだベ トナムでは生まれ始めた段階である。現在、児童福祉、や身体障害者福祉の国連

を中心とした国際的な動向のなかで、各国の動向と歩調をあわそうとしている段階である。

3)主 要な研究成果の概要

1993年 以来の主要な研究業i績(但 し英文のみ)は 、表にまとめたとおりであるが、11の 研究

領域に分類されている。表には、 タイ トルと著者と発行団体(略 称)を 以下の領域と年代順に

筆者が改めて整理 しなお したものを記 しておいた。それ らの研究領域とは、①女性とジェンダー
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論、②女性と貧困問題、③女性に対する教育訓練、④女性と健康問題、⑤ リーダーシップと意

志決定、⑥女性と権利擁護、⑦女性と家族問題、⑧女性と環境問題、⑨女性と情報及びコミュ

ニケーション、⑩女性行動計画、⑪女性と児童問題、である。(国 際図書分類(ISBD)に そ っ

てこれらの領域での研究業績が収録されているが、本来はそれらにもう一っ⑫女性と平和問題

の分野があるが、今回の文献目録にはこれに該当する研究業績はなかったようである)1993年

から1999年 の間の研究業績(213件)が2000年1月 に 「家族と女性に関する研究セ ンター」 か

ら出版されている。17)(折しも筆者がハノイを訪問 した日は、幸運にもこの文献 目録ができて

間のない時であった。)

213件 もの研究成果をすべて分析することはできないが、現在のベ トナム社会学者や社会福

祉を研究する人々のおおよその研究概要にっいて筆者が学んだ点をまとめてみたい。

まず前章で、ベ トナムの歴史と家族の特徴にっいて整理 したように、ベ トナムは、長きにわ

たる植民地支配か ら開放され、独立、再統合され、今日の国家を創設するに至るまで、絶えず

村落共同体 と共通の祖先を出自とする集団およびその親族間のネットで もって支え られて きた

社会が存在 したということを、そ して、そうした伝統的な村落共同体の原理は、近代化されっ

っある現在 も根強 くさまざまな社会システムのなかで生 き続けているということをしっかりお

さえておく必要がある。

しかもベ トナムのそうした伝統的な儒教の観念は、いわゆる東アジアや東南アジアのそれと

は異なり、男女の共同労働や長期間の戦争による影響 もあり、父子関係をベースとした家族制

度ではな く、夫婦間の関係による家族経営 とそれにまつわる家族関係がひろく農民の間に存在

していたことをおさえておかなくてはならない。ベ トナム文化のアイデンティティは、こうし

た伝統的な村落の内部にみられる人間関係や土地にたいする考え方にあることもこれらの研究

業績か ら伺い知ることができた。それは、前述 したように、「社会政策」 という概念において

も、農村行政組織と農業合作社が社会福祉を実践するうえで、重要な役割を担っており、我々

が云 う 「地方分権」の概念はベ トナムにはまだ十分に行き渡っていないのが現状である。そう

いう意味で、ベ トナムの社会福祉制度を理解する上で、こうした中央政府と地方の農村行政組

織や 「女性連合」「青年連合」 といった共産党を支える民間組織の役割 とその構造 をしっか り

把握 しておかければベ トナムの社会福祉の全体像をっかむことはできない。

我々は、社会福祉を近代化論のなかで論 じて きたが、西欧型の近代化論だけではベ トナムを

とらえることはできないことを知 らなければならない。っまり、資本主義や社会主義、社会資

本主義や市場社会主義のような折衷理論のような近代化モデルではベ トナムを理解することは

できない。社会変化の速度や方法論において、ベ トナムは地域 と国家 との関係や、エスニ ック

アイデンティティの神髄を理解 しないかぎりベ トナムの近代化論を論 じることはできないと考

える。ベ トナム社会の場合、貧困問題や人権の問題を考える際、少なくとも6世 紀にわたるあ

いだ存在 し続けてきた村落共同体の構造原理を承認 し、ベ トナム社会が西欧との接触か らの百

数十年間経験 してきた変化と現実の近代化にむけて動いている人々の生き様や価値観(福 祉に

対する考え方)を しっかり見っめないかぎり、その解決の方法は見あたらないと考える。
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従来の社会福祉研究、特に国際福祉の比較研究の方法論で欠陥 として指摘できることは、社

会福祉の現状をシステムとして捉え、そのシステムの仕組みや役割のみに焦点をおいた研究が

なされてきた点にあると思われる。ベ トナムの社会福祉の研究をはじめて、そうした従来の研

究方法では解 くことができないさまざまな問題にぶっかるようになった。特に家族福祉研究に

取 り組んできた筆者にとって、ベ トナムの家族構造は、 きわめて複雑な歴史的背景 と多様な民

族的な文化様式に支えられおり、 しか も急激な社会的政治的経済的変革期のなかで一概にとら

えることはできない存在であるということをこれ らの研究文献か ら学ぶことができた。

終章にあたって一今後のベ トナム社会福祉研究の展望と課題一

筆者が長 らく取 り組んで きた研究テーマは突き詰めれば 「家族 とは何か」ということである。

シンガポールでの比較的長期にわたる研究調査の体験か ら、アジアの社会福祉、またはアジァ

の家族構造や機能をどう捉えることが可能かということに筆者の研究の関心事が移 った。それ

は、従来の欧米の近代化論に即 したわが国の社会福祉制度や理念の研究を行ってきて、それ ら

の研究方法では、アジアの社会福祉の状況を把握することが不可能であるということに気づい

たからである。っまり、極論すれば、「歴史」(ま たは 「文化」)を社会科学 はど う取 り扱 って

いけばよいのかということかもしれない。

ベ トナムの社会を理解 していく上で もう一つ見逃 してはならないことは、「ホーチ ミン思想」

の把握であると考える。筆者のベ トナム研究のきっかけをっ くって くれた、 グエン ・タイ ・オ

アン女史は、「我々ベ トナム人は、ホーチ ミン先生の精神か ら多 くのものを学んだ。師の人間

に対するまなざしは、長 きにわたる植民地支配のなかでも、絶えず我々に忍耐力 と、希望への

勇気を与えた。ベ トナムの歴史は、忍耐力と人間性が要求 された挑戦の歴史であり、希望 と絶

望、信念と疑惑、怒 りと愛 との葛藤の歴史でもあった。」と彼女は言 う。ベ トナムという国を

どうしていくかは、その国の国民の英知と知恵に委ね られている。我々はそうした勇気ある人々

か ら多 くの事柄を改めて学び直すことが大切ではないだろうか。真の国際協力という問題 も、

この研究を通 じて考えさせ られたように思われる。

オアン女史は、今後のベ トナムにおける社会福祉には、以下の課題が横たわっていると述べ

ている。1.ベ トナムは社会主義志向が今後 とも押 し進められるであろうが、市場主義の発展

のなかで、社会の公正性と、人間に関わるコストの調整のためのしっかりした戦略が構築でき

るかどうか、2.ド イモイに代表される開放政策により、今後はマスメディア等を通 じて、過

度の西洋文化が流入する際の しっか りした管理運営をどう行 っていけるか。3.人 材開発が重

要であるが、そうした社会教育や社会福祉開発に関わる有能な人材をどう養成 していけるか。

最後に4.そ うした人材開発においてどう国際社会からの協力を得ながら体系化 し、実践 して

いけるかどうかにかかっている、と筆者に語 っている。

幸いわが国にも、ベ トナムの社会福祉に関心をもっ研究者(筆 者の同僚)'K)や実践家が多 く

出現 しはじめてきている。今後はこうした人々と共にお互いの情報を交換 しあいながら、ベ ト
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ナムの社会福祉の動向を見守りたい。そして、その際、狭い社会福祉研究領域にこだわらず、

家族研究においては、文化人類学はじめさまざまな社会科学、人文科学等の共同研究が試みら

れることを期待したいと考えている。
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Summary

AnappropriatemethodofunderstandingsocialwelfareinVietnamistohavethe

knowledgeoftheresearchtrendconcerningthefamilyandthewoman.

ThefamilyinVietnamandtherelationtowelfarecanbeunderstoodbyhavingseenofthe

structural,functionalcharacteristicsofthefamilyinVietnam.

ChapterldiscussesthecharacteristicofthefamilyinVietnam.

InChapter2,thepeculiarsubjectsconcerningtoVietnamhistoricalandcultural

backgrandsaredealedwiththesubjectsofthesocialwelfareresearchdocumenttables.

TheviewofsocialwelfareofVietnaminthefutureandtheproblemsareraisedatthe

conclusion.
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